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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

（
太
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

様
式
第

十
五
号

（第
四
条

第
十
条

第
十

九
条
の

四
関

係

）

様
式

第
十

五
号

（第
四
条

第
十

条
第

十
九

条
の

四
関

係

）

、
、

、
、

貸
借

対
照

表
貸

借
対

照
表

（略

）

（略

）

資
産

の
部

資
産

の
部

（略

）

（略

）

Ⅱ
固

定
資

産
Ⅱ

固
定

資
産

(
1)

有
形

固
定

資
産

(
1)

有
形

固
定

資
産

（略

）

（略

）

土
地

×
×

×
土

地

×
×
×

リ
ス

資
産

×
×
×

（新
設

）

ー減
価

償
却

累
計

額
△

×
×
×

×
×
×

（略

）

（略

）

そ
の

他
×
×
×

そ
の

他

×
×
×

（略

）

（略

）

有
形

固
定
資

産
合

計

×
×
×

有
形

固
定
資

産
計

×
×
×

(2
)

無
形

固
定

資
産

(2
)

無
形

固
定

資
産

（略

）

（略

）

の
れ
ん

×
×

×
の

れ
ん

×
×
×

リ
ス

資
産

×
×

×

（新
設

）

ー

そ
の

他
×
×

×
そ
の

他
×
×

×

無
形

固
定

資
産

合
計

×
×
×

無
形

固
定

資
産

計

×
×
×

(
3)

投
資
そ

の
他

の
資

産
(
3
)

投
資
そ

の
他

の
資

産

（略

）

（略

）

破
産

更
生

債
権

等

×
×
×

破
産

債
権

更
生
債

権
等

×
×
×

、

（略

）

（略

）

そ
の
他

×
×
×

そ
の
他

×
×
×
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（略

）

（略

）

投
資

そ
の
他

の
資

産
合

計
×
×

×
投
資

そ
の

他
の
資

産
計

×
×
×

（略
）

（略

）

負
債

の
部

負
債

の
部

Ⅰ
流

動
負

債
Ⅰ

流
動

負
債

（略

）

（略

）

短
期

借
入
金

×
×

×
短

期
借

入
金

×
×

×

リ
ス

債
務

×
×

×

（新
設

）

ー

（略

）

（略

）

Ⅱ
固

定
負

債
Ⅱ

固
定

負
債

（略

）

（略

）

長
期

借
入

金
×
×

×
長

期
借

入
金

×
×
×

リ
ス

債
務

×
×

×

（新
設

）

ー

（略

）

（略

）

記
載
要

領
記

載
要
領

１
４

（略

）

１
４

（略

）

～
～

５
流

動
資

産
有

形
固

定
資

産
無
形

固
定
資

産
投

資
そ

の
他

の
資

産
流

５

「流
動
資

産

」

「有
形
固

定
資

産

」

「無
形
固

定
資

産

」

「投
資
そ

、
、

、
、

、
、

、

動
負
債

及
び

固
定

負
債
に

属
す

る
科
目

の
掲

記
が

「そ
の
他

」の
み

で
あ
る

場
の
他

の
資

産

」

「流
動

負
債

」

「固
定
負

債

」に
属
す

る
科

目
の

掲
記
が

、
、

合
に

お
い
て

は
科

目
の

記
載

を
要
し

な
い

「そ
の

他

」の
み

で
あ
る

場
合

に
お

い
て

は
科

目
の

記
載
を

要
し

な
い

、
。

、
。

６

（略

）

６

（略

）

７
流
動

資
産

の

「有
価

証
券

」又
は

「そ
の

他

」に
属

す
る

親
会

社
株

式
の

金
７

「流
動

資
産

」の

「有
価

証
券

」又
は

「そ
の

他

」に
属

す
る

親
会

社
株
式

額
が

資
産

の
総
額

の
1
0
0
分

の
1
を

超
え

る
と
き

は

「親
会
社

株
式

」の
科
目

の
金
額

が
資

産
の
総

額
の

1
0
0
分

の
1
を

超
え

る
と

き
は

「親
会

社
株

式

」の
、

、

を
も

っ
て

記
載
す

る
こ

と
投
資

そ
の

他
の
資

産
の

「関
係
会

社
株

式
・
関

係
科
目

を
も
っ

て
記

載
す

る
こ

と

「投
資
そ

の
他

の
資

産

」の

「関
係
会

社
株

。
。

会
社

出
資

金

」に
属

す
る

親
会

社
株

式
に

つ
い

て
も
同

様
に

投
資

そ
の
他

の
式
・

関
係

会
社

出
資

金

」に
属
す

る

「親
会

社
株

式

」に
つ
い

て
も

同
様
に

、
、

資
産

に

「親
会
社

株
式

」の
科

目
を
も

っ
て
記

載
す

る
こ

と
「投

資
そ
の

他
の

資
産

」に

「親
会

社
株

式

」の
科
目

を
も
っ

て
記

載
す

る
こ

。

と
。

８
1
4

（略

）

８
1
4

（略

）

～
～

1
5

「リ
ス
資

産

」に
区

分
さ

れ
る

資
産

に
つ
い

て
は

有
形

固
定

資
産
に

属

（新
設

）

ー
、

す
る

各
科

目

（
「リ

ス
資

産

」及
び

「建
設

仮
勘

定

」を
除

く

）又
は

無
ー

。

形
固

定
資

産
に
属

す
る

各
科

目

（
「の

れ
ん

」及
び

「リ
ス

資
産

」を
除
く

ー
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）に
含

め
て
記

載
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

。

1
6

2
1

（略

）

1
5

2
0

（略

）
～

～

様
式

第
十

六
号

（第
四

条
第
十

条
第
十

九
条
の

四
関
係

）

様
式

第
十

六
号

（第
四

条
第
十

条
第

十
九

条
の
四

関
係

）

、
、

、
、

損
益

計
算

書
損

益
計

算
書

（略

）

（略

）

Ⅳ
営

業
外

収
益

Ⅳ
営

業
外

収
益

受
取

利
息

及
び

配
当

金

×
×
×

受
取

利
息
配

当
金

×
×
×

（略

）

（略

）

記
載
要

領
記

載
要

領

１
４

（略

）

１
４

（略

）

～
～

５
兼
業

事
業

と
は

建
設

業
以

外
の
事

業
を

併
せ

て
営

む
場
合

に
お

け
る
当

該
５

「兼
業

事
業

」と
は

建
設
業

以
外
の

事
業
を

併
せ

て
営

む
場

合
に

お
け
る

、
、

建
設

業
以

外
の
事

業
を

い
う

こ
の

場
合

に
お

い
て
兼

業
事
業

の
表

示
に

つ
い

当
該
建

設
業
以

外
の

事
業

を
い
う

こ
の

場
合

に
お

い
て

兼
業

事
業
の

表
示
に

。
。

て
は

そ
の

内
容

を
示

す
適

当
な

名
称

を
も
っ

て
記
載

す
る

こ
と

が
で
き

る
つ

い
て

は
そ
の

内
容
を

示
す

適
当
な

名
称

を
も

っ
て
記

載
す

る
こ
と

が
で
き

、
。

、

る
。

６

「雑
費

」に
属

す
る
費

用
で

販
売
費

及
び

一
般

管
理

費
の
総

額
の

1
0
分
の

1
６

「雑
費

」に
属

す
る
費

用
で

「販
売
費

及
び
一

般
管

理
費

」の
総
額

の
10

分

を
超
え

る
も

の
に
つ

い
て

は
そ

れ
ぞ

れ
当
該

費
用

を
明

示
す

る
科

目
を
用

い
の

1
を
超

え
る
も

の
に

つ
い
て

は
そ
れ

ぞ
れ

当
該
費

用
を

明
示
す

る
科

目
を

、
、

て
掲
記

す
る

こ
と

用
い

て
掲
記

す
る

こ
と

。
。

７
９

（略

）

７
９

（略

）

～
～

10
特
別

利
益

に
属

す
る
科

目
の

掲
記
が

「そ
の

他

」の
み

で
あ

る
場

合
に
お

い
10

「特
別

利
益

」に
属

す
る

科
目

の
掲
記

が

「そ
の

他

」の
み

で
あ

る
場

合
に

て
は

科
目

の
記

載
を
要

し
な

い
お
い

て
は

科
目

の
記
載

を
要
し

な
い

、
。

、
。

1
1

記
載
要

領
８
は

「前
期
損

益
修

正
損

」の
記
載

に
記

載
要

領
９

は
特
別

損
1
1

記
載

要
領

８
は

「前
期
損

益
修

正
損

」の
記
載

に
記

載
要

領
９
は

特
別

損
、

、

失
の

「そ
の

他

」の
記
載

に
記

載
要

領
1
0
は

特
別
損

失
に
属

す
る

科
目

の
記

失
の

「そ
の
他

」の
記
載

に
記

載
要
領
1
0
は

「特
別
損

失

」に
属
す

る
科
目

、
、

載
に

そ
れ

ぞ
れ

準
用

す
る

こ
と

の
記

載
に
そ

れ
ぞ

れ
準
用

す
る

こ
と

。
。

1
2
・
1
3

（略

）

1
2
・
1
3

（略

）

（略

）

（略

）

様
式

第
十

七
号

の
二

（第
四

条
第
十

条
第

十
九

条
の
四

関
係

）

様
式

第
十

七
号
の

二

（第
四

条
第
十

条
第

十
九
条

の
四

関
係

）

、
、

、
、

注
記

表
注

記
表

（略

）

（略

）
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注
注

１
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義
を

生
じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状
況

１
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な
疑

義
を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況

２
（略

）

２

（略

）

３
貸
借

対
照

表
関

係
３

貸
借

対
照

表
関

係

(
1
)

(5
)

（略

）

(
1
)

(
5
)

（略

）

～
～

(
6
)

工
事
損

失
引

当
金

に
対
応

す
る
未

成
工

事
支

出
金

の
金

額

（新
設

）

４
損

益
計

算
書
関

係
４

損
益

計
算

書
関
係

(
1
)

（略

）

(
1
)

（略

）

(
2
)

売
上

高
の

う
ち
関

係
会

社
に
対

す
る

部
分

(
2
)

「売
上

高

」の
う
ち

関
係

会
社

に
対

す
る
部

分

(
3
)

売
上

原
価

の
う
ち

関
係

会
社

か
ら

の
仕
入

高
(
3
)

「売
上

原
価

」の
う

ち
関
係

会
社

か
ら

の
仕

入
高

(
4)

売
上

原
価

の
う

ち
工

事
損
失

引
当

金
繰
入

額

（新
設

）

(5
)

（略

）

(4
)

（略

）

(
6
)

（略

）

(
5
)

（略

）

５
７

（略

）

５
７

（略

）

～
～

８
金

融
商

品
関
係

（新
設

）

(
1
)

金
融

商
品

の
状
況

(
2
)

金
融

商
品

の
時
価

等

９
賃

貸
等

不
動

産
関

係

（新
設

）

(
1)

賃
貸

等
不

動
産
の

状
況

(2
)

賃
貸

等
不

動
産

の
時

価

1
0

14

（略

）

８
1
2

（略

）

～
～

記
載
要

領
記

載
要
領

１
記

載
を

要
す
る

注
記
は

以
下
の

通
り

と
す

る
１

記
載
を

要
す

る
注

記
は

以
下

の
通
り

と
す

る
、

。
、

。

株
式

会
社

株
式

会
社

会
計

監
査
人

会
計
監

査
人

な
し

持
分

会
社

会
計
監

査
人

会
計

監
査
人

な
し

持
分

会
社

設
置

会
社

設
置

会
社

公
開

会
社

株
式
譲

渡
公

開
会

社
株

式
譲
渡

制
限

会
社

制
限

会
社
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１
継

続
企

業
の

前
提

に
１

継
続
企

業
の

前
提

に

重
要

な
疑

義
を

生
じ
さ

○

×

×

×

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ

○

×

×

×

せ
る

よ
う

な
事

象
又
は

る
事

象
又

は
状
況

状
況

２
７

（略
）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

２
７

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

～
～

８
金

融
商

品
関

係
○

○
×

×

（新
設

）

９
賃
貸

等
不

動
産

関
係

○
○

×
×

（新
設

）

1
0

関
連
当

事
者

と
の
取

８
関

連
当

事
者

と
の

取

○

○

×

×

○

○

×

×

引
引

11
一

株
当

た
り

情
報

○

○

×

×

９
一

株
当

た
り
情

報

○

○

×

×

12
重

要
な

後
発

事
象

○

○

×

×

1
0

重
要
な

後
発

事
象

○

○

×

×

13
連
結

配
当

規
制

適
用

11
連
結

配
当

規
制

適
用

○

×

×

×

○

×

×

×

の
有

無
の
有

無

1
4

そ
の
他

○

○

○

○

1
2

そ
の
他

○

○

○

○

２
５

（略

）

２
５

（略

）

～
～

６
注

に
掲

げ
る

事
項

の
記

載
に
当

た
つ

て
は

以
下
の

要
領

に
従

つ
て

記
載

す
６

注
に

掲
げ

る
事

項
の

記
載

に
当

た
つ
て

は
以

下
の

要
領
に

従
つ

て
記

載
、

、

る
す

る
。

。

注
１

事
業

年
度

の
末
日

に
お

い
て

当
該

会
社

が
将

来
に
わ

た
つ

て
事
業

を
注
１

事
業
年

度
の
末

日
に

お
い

て
財
務

指
標
の

悪
化

の
傾

向
重

要
な

債
務

、
、

継
続

す
る

と
の

前
提
に

重
要

な
疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う
な

事
象

又
は
状

況
の
不

履
行

等
財

政
破
綻

の
可
能

性
そ

の
他

会
社

が
将

来
に
わ

た
つ
て

事
業
を

が
存
在

す
る
場

合
で
あ

つ
て

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解
消

し
又

は
改

善
継

続
す
る

と
の

前
提
に

重
要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又
は

状
況
が

存
在

す
、

、
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す
る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お
そ

の
前
提

に
関

す
る
重

要
な

不
確

実
性

が
る

場
合

当
該
事

象
又

は
状
況

が
存
在

す
る

旨
及
び

そ
の

内
容

重
要

な
疑

、
、

認
め

ら
れ
る

と
き

（当
該

事
業
年

度
の

末
日

後
に
当

該
重
要

な
不

確
実

性
が

義
の

存
在

の
有

無
当

該
事

象
又

は
状

況
を
解

消
又

は
大
幅

に
改

善
す

る
た

、

認
め

ら
れ

な
く

な
つ
た

場
合

を
除
く

）は
次
に

掲
げ
る

事
項

を
記
載

す
め
の

経
営

者
の

対
応
及

び
経
営

計
画

当
該
重

要
な

疑
義
の

影
響
の

貸
借

対
。

、
、

る
照
表

損
益
計

算
書

株
主
資

本
等

変
動

計
算

書
及

び
注
記

表
へ
の

反
映

の
。

、
、

①
当

該
事
象

又
は
状

況
が

存
在

す
る

旨
及
び

そ
の

内
容

有
無

を
記

載
す

る
。

②
当

該
事
象

又
は
状

況
を

解
消

し
又
は

改
善
す

る
た
め

の
対

応
策

、

③
当

該
重
要

な
不

確
実

性
が

認
め
ら

れ
る

旨
及
び

そ
の
理

由

④
当

該
重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
貸
借

対
照
表

損
益
計

算
書

株
主

、
、

資
本

等
変
動

計
算

書
及

び
注
記

表
に

反
映

し
て
い

る
か
否

か
の

別

注
２

会
計

処
理

の
原
則

又
は

手
続
を

変
更

し
た

と
き

は
そ

の
旨

変
更

の
注
２

会
計

処
理

の
原

則
又

は
手

続
を
変

更
し
た

と
き

は
そ

の
旨

変
更
の

、
、

、
、

理
由

及
び

当
該

変
更
が

貸
借

対
照
表

損
益

計
算

書
株
主

資
本

等
変
動

計
理
由

及
び

当
該

変
更
が

貸
借
対

照
表

損
益

計
算

書
株
主

資
本
等

変
動
計

、
、

、
、

算
書

及
び

注
記

表
に
与

え
て

い
る
影

響
の

内
容

を
表

示
方

法
を

変
更
し

た
算
書

及
び

注
記

表
に
与

え
て
い

る
影

響
の

内
容

を
表

示
方

法
を
変

更
し
た

、
、

と
き
は

そ
の

内
容
を

追
加

し
て
記

載
す

る
重
要

性
の
乏

し
い

変
更
は

と
き

は
そ
の

内
容
を

追
加
し

て
記

載
す

る
重
要

性
の
乏

し
い
変

更
は

、
。

、
、

。
、

記
載
を

要
し
な

い
記

載
を
要

し
な

い
。

。

(
4
)

完
成
工

事
高
及

び
完

成
工
事

原
価

の
認

識
基

準
決

算
日
に

お
け

る

（新
設

）

、

工
事

進
捗

度
を
見

積
も
る

た
め

に
用

い
た

方
法

そ
の

他
の

収
益

及
び
費

用
の

計
上

基
準
に

つ
い
て

記
載

す
る

。

(5
)

（略

）

(5)

（略

）

注
３

注
３

(1
)

(5
)

（略

）

(1)
(5

)

（略

）

～
～

(
6
)

同
一

の
工

事
契

約
に
関

す
る
未

成
工

事
支

出
金

と
工

事
損
失

引
当
金

（新
設

）

を
相
殺

せ
ず

に
両

建
て
で

表
示
し

た
と

き
は

そ
の

旨
及

び
当

該
未
成

、

工
事
支

出
金

の
金

額
の
う

ち
工
事

損
失

引
当

金
に

対
応

す
る
金

額
を
、

未
成

工
事

支
出
金

と
工
事

損
失

引
当
金

を
相

殺
し

て
表

示
し
た

と
き
は

そ
の
旨

及
び
相

殺
表

示
し

た
未

成
工
事

支
出

金
の
金

額
を

記
載

す
る

、。

注
４

注
７

（略

）

注
４

注
７

（略

）

～
～

注
８

重
要

性
の

乏
し
い

も
の

に
つ
い

て
は

記
載

す
る

こ
と
を

要
し

な
い

（新
設

）

。

注
９

賃
貸

等
不

動
産
の

総
額

に
重

要
性

が
乏

し
い
場

合
は

記
載

を
要

し
な

（新
設

）

、

い
。
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注
1
0

「関
連
当

事
者

」と
は

会
社

計
算

規
則

（平
成
18

年
法
務

省
令

第
1
3

注
８

「関
連
当

事
者

」と
は

会
社

計
算

規
則

（平
成

1
8
年

法
務

省
令

第
1
3

、
、

号

）第
1
12

条
第

4
項

に
定
め

る
者

を
い
い

記
載
に

当
た

つ
て
は

関
連

号

）第
1
12

条
第

4
項

に
定
め

る
者

を
い
い

記
載
に

当
た
つ

て
は

関
連

、
、

、
、

当
事

者
ご

と
に

記
載
す

る
関

連
当

事
者

と
の
取

引
に

は
会
社

と
第
三

者
当
事

者
ご

と
に

記
載
す

る
重

要
性

の
乏

し
い
取

引
に

つ
い

て
は
記

載
を
要

。
、

。

と
の

間
の

取
引

で
当
該

会
社

と
関
連

当
事

者
と

の
間

の
利
益

が
相

反
す
る

も
し
な

い
。

の
を
含

む
た

だ
し

重
要

性
の

乏
し

い
取
引

及
び

関
連
当

事
者

と
の
取

引
。

、

の
う
ち

以
下
の

取
引
に

つ
い

て
は

記
載

を
要

し
な
い

。

（削
る

）

(1)
関

連
当

事
者
と

の
取

引
の

う
ち

以
下
の

取
引

は
記
載

を
要
し

な
い

。

①
③

（略

）

①
③

（略

）

～
～

注
13

会
社

計
算
規

則
第

1
5
8
条
第

4
号

に
規

定
す

る
配

当
規

制
を

適
用

す
る

注
11

会
社
計

算
規

則
第

1
5
8
条

第
4
号

に
規

定
す

る
配

当
規

制
を

適
用
す

る

場
合
に

そ
の
旨

を
記

載
す

る
場

合
に

そ
の
旨

を
記

載
す
る

、
。

、
。

注
14

注
１

か
ら

注
1
3
に
掲

げ
た

事
項

の
ほ

か
貸

借
対

照
表

損
益
計

算
注

12
注
１

か
ら

注
11

に
掲

げ
た
事

項
の

ほ
か

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
、

、
、

、

書
及

び
株

主
資

本
等
変

動
計

算
書
に

よ
り

会
社

の
財

産
又
は

損
益

の
状
態

を
書
及

び
株

主
資

本
等
変

動
計
算

書
に

よ
り

会
社

の
財

産
又
は

損
益
の

状
態
を

正
確
に

判
断
す

る
た
め

に
必

要
な
事

項
を

記
載

す
る

正
確

に
判

断
す

る
た
め

に
必
要

な
事

項
を

記
載

す
る

。
。

様
式
第

十
八
号

（第
四

条
第

十
条

第
十

九
条
の

四
関

係

）

様
式

第
十

八
号

（第
四

条
第

十
条

第
十
九

条
の

四
関

係

）

、
、

、
、

貸
借

対
照

表
貸

借
対

照
表

（略

）

（略

）

資
産

の
部

資
産

の
部

（略

）

（略

）

Ⅱ
固

定
資

産
Ⅱ

固
定

資
産

（略

）

（略

）

破
産
更

生
債

権
等

×
×

破
産
債

権
更

生
債

権
等

×
×

、

（略

）

（略

）

記
載
要

領
記

載
要
領

１
４

（略

）

１
４

（略

）

～
～

５
流

動
資

産
有
形

固
定

資
産

無
形

固
定
資

産
投

資
そ

の
他

の
資

産
流

５
「流

動
資

産

」

「有
形
固

定
資

産

」

「無
形
固

定
資

産

」

「投
資
そ

、
、

、
、

、
、

、

動
負
債

及
び

固
定

負
債
に

属
す

る
科
目

の
掲

記
が

「そ
の
他

」の
み

で
あ
る

場
の
他

の
資

産

」

「流
動

負
債

」

「固
定
負

債

」に
属
す

る
科

目
の

掲
記
が

、
、

合
に

お
い

て
は

科
目
の

記
載

を
要
し

な
い

「そ
の

他
」の

み
で
あ

る
場

合
に

お
い
て

は
科

目
の

記
載
を

要
し

な
い

、
。

、
。

６
９

（略

）

６
９

（略
）

～
～
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様
式
第

十
九

号

（第
四

条
第

十
条

第
十
九

条
の

四
関
係

）

様
式
第

十
九

号

（第
四

条
第

十
条

第
十
九

条
の
四

関
係

）

、
、

、
、

損
益

計
算

書
損

益
計

算
書

（略
）

（略

）

Ⅳ
営
業

外
収

益
Ⅳ

営
業

外
収
益

受
取
利

息
及
び

配
当
金

×
×

受
取

利
息

配
当

金

×
×

（略

）

（略

）

注
工

事
進
行

基
準

に
よ

る
完

成
工
事

高
注

工
事

進
行

基
準

に
よ

る

「完
成
工

事
高

」

記
載
要

領
記

載
要
領

１
５

（略

）

１
５

（略

）

～
～

６

「雑
費

」に
属

す
る
費

用
で

販
売
費

及
び

一
般
管

理
費
の

総
額

の
1
0
分

の
６

「雑
費

」に
属

す
る
費

用
で

「販
売

費
及
び

一
般

管
理

費

」の
総

額
の
1
0

、
、

1
を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て
は

そ
れ

ぞ
れ

当
該
費

用
を

明
示

す
る

科
目
を

用
分

の
1
を
超

え
る

も
の

に
つ
い

て
は

そ
れ
ぞ

れ
当

該
費

用
を

明
示

す
る
科

目
、

、

い
て

掲
記

す
る
こ

と
を
用

い
て

掲
記

す
る

こ
と

。
。

７

（略

）

７

（略

）

８
注

は
工

事
進

行
基
準

に
よ

る
完

成
工

事
高

が

「完
成

工
事

高

」の
総
額

の
８

注
は

工
事
進

行
基
準

に
よ

る
完
成

工
事

高
が

完
成

工
事
高

の
総
額

の
1
0
分

、
、

1
0
分

の
1
を
超

え
る
場

合
に
記

載
す
る

こ
と

の
1
を
超

え
る
場

合
に

記
載
す

る
こ
と

。
。


